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重点戦略［6］

安全・安心と豊かな里山里海に包まれる
環境づくり

　近年、地球温暖化の進行による異常気象や、東日本大震災など大規模な自然災害が日本各地で
多発しているほか、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が進行しており、安全・安心の
確保はますます重要な課題となっています。
　そのため、官民一体となりハード・ソフトの両面から防災対策の充実強化に取り組むほか、交通
安全や防犯、消費生活、食、医療といった、暮らしに身近な安全・安心についても、引き続き各種取
組みを行います。
　また、里山里海に象徴される本県の豊かな環境についても全県民の財産として引き続き保全し
ていきます。

●自然災害や原子力災害などに迅速かつ機動的に対応できる体制を構築するとともに、
災害救助体制の整備など防災対策の積極的な推進と消防力の充実など、「自助」「共
助」からなる地域防災力のさらなる向上と「公助」の機能強化に取り組みます。

●災害時の迅速な救急支援活動を支える信頼性の高い幹線道路ネットワークの構築や
港湾の防災機能の強化、河川改修などに加え、迅速で分かりやすい情報発信や警戒避
難体制の強化など、ハード・ソフトによる防災・減災対策を推進します。また、避難地の
確保や住宅、上下水道の耐震化など、災害に強いまちづくりを推進します。

官民一体となった災害に強い県土づくり

施策

1

●高齢者死亡事故の割合が高いことを踏まえ、県民総ぐるみによる交通安全対策に取り
組むほか、犯罪のないまちづくりや消費者の自立支援、食の安全・安心の確保に向けた
取組みを推進します。

●道路や河川などについて、長寿命化計画等に基づく維持管理を進めます。

身近な安全・安心が確保された社会づくり

施策

2

●地域医療を支える医療従事者の確保・資質の向上を図ります。

●医療機関相互の機能分担と連携の強化を図るとともに、災害医療体制や在宅医療体
制の充実を図ります。

●県立病院において、引き続き高度専門医療等を提供します。

●感染症の予防対策を推進するほか、自殺対策やうつ病対策などこころの健康づくりに
努めます。

必要な医療がしっかりと提供される地域社会づくり

施策

3

●温室効果ガスの排出抑制・吸収に向け、石川の地域特性を踏まえた再生可能エネル
ギーの導入を促進するなど、企業や団体、家庭、個人など様々な主体が、あらゆる場面
で地球温暖化対策に取り組みます。

●廃棄物の排出抑制､再使用､再生利用の3Rが推進される循環型社会を目指します。

●本県の豊かな水環境や良好な大気環境等を将来世代へ継承するとともに、県民の安
全・安心な生活環境の保持と向上を目指します。

循環を基調とした持続可能な社会づくり

施策

4

●里山里海の保全活動や生業創出、地域づくりなど、多様な主体が元気な里山里海づく
りに取り組むほか、野生鳥獣の適切な保護と管理により、被害を減少し、人との棲み分
けを図るなど、石川の豊かな生物多様性の保全に取り組みます。

自然と人とが共生できる社会づくり

施策

5
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❶  災害予防体制の充実・強化を図ります。

 ◉近年、大規模な災害が発生しており、これに対
応するため、県の地域防災計画の見直しを適
宜行い、実効性を高めるとともに、市町の計画
について見直しの指導・助言を行います。

 ◉地域住民と防災関係機関等が一体となった防
災総合訓練を実施し、県民の防災意識の高揚
と防災機関の技術向上等を図ります。

 ◉適時的確な避難勧告等の発令と住民への迅速
な伝達など、市町の災害対応力の向上を支援
します。

 ◉災害時の正確・迅速な情報の収集・伝達・共有
化を図るため、防災行政無線（衛星系）を更新

するとともに、総合防災情報システム等を適切
に管理・運営します。

 ◉関係機関とともに白山火山防災計画を着実に
推進します。

❷  災害に備え、地域防災力の強化を図ります。

 ◉県民一人ひとりの災害対応力・自助力及び共助
力の向上を図ります。

　　● 地震発生時に自分の身を守ることができるよ
う、県民がその場において一斉に安全行動を
とる「県民一斉防災訓練（シェイクアウトいし
かわ）」を実施します。

　　● 災害経験者により災害教訓を伝承する場を設
けるとともに、防災人材バンクに登録された防
災活動アドバイザーを地域の要請に応じ派遣
します。

 ◉市町と連携し、自主防災組織を強化します。
　　● 防災士の資格取得に必要な研修を実施する

ほか、防災士を対象としたスキルアップ研修
を実施します。

　　● 自主防災組織アドバイザーの派遣により、自
主防災組織の結成促進を図ります。

 ◉災害ボランティアの活動環境の整備を推進し
ます。

　　● 県災害対策ボランティア本部構成団体の連
携・協力体制づくりを進めるとともに、災害対
策ボランティア現地本部が円滑に運営される
よう支援を行います。

　　● 災害時にボランティア活動が円滑かつ効果的
に行われるよう、ボランティアと被災者ニーズ
との総合的な調整を行うコーディネーターを
養成します。

　　● 災害ボランティアバンクの設置・運営により、
災害時のボランティア募集の迅速化と平時か
らの災害ボランティアに対する県民意識の醸
成を図ります。

⑴「自助」「共助」からなる地域防災力のさらなる向上と
「公助」の機能強化

官民一体となった災害に強い
県土づくり

❸  市町及び消防関係団体と連携し、消防団の活
性化と消防力の整備・充実を図ります。

 ◉救助のための資機材や団員の安全装備品など
消防団の活動装備を強化するとともに、消防団
員の確保に取り組みます。

 ◉市町の消防防災施設や消防防災資機材の整備
を支援し、消防防災活動の機動力向上を図り
ます。

 ◉消防学校の機能の強化や防災教育の充実など
に取り組み、消防職員・消防団員の資質の向上
や県民の防災意識の向上に努めます。

❹  災害救助体制の整備を図ります。

 ◉複雑化・多様化する各種災害等に迅速かつ適
切に対処するため、消防防災ヘリコプターを活
用した航空消防防災体制の機動的運営に取り
組みます。

 ◉救急救命士の質を向上し、救急救命体制の充
実を図ります。

❺  原子力防災対策の強化に取り組みます。

 ◉原子力防災訓練等を実施し、原子力災害に関
する防災体制の確立と防災業務関係者の防災
技術の向上を図るとともに、住民等の防災意識
の高揚を図ります。

 ◉要配慮者等が一時避難する屋内退避施設等を
整備します。

 ◉発電所周辺における環境放射線監視体制等を
充実・強化します。

❶  生命・生活を守る強くしなやかなみちづくりを
進めます。

 ◉「ダブルラダー輝きの美
み ち

知」構想の推進により、
災害時の迅速な救急支援活動を支える信頼性
の高い幹線道路ネットワークを構築するととも
に、ゆずりレーンや幅広い路肩の設置により、
落石や法面崩壊などの災害発生時にも最低限
の交通の確保を図ります。

　　【重点戦略[1] 施策4 ⑵ ❺参照】

 ◉救命活動や支援物資の輸送等を担う緊急輸送
道路において、橋梁の耐震補強や道路法面の
落石対策等を進めます。

❷  金沢港や七尾港の防災機能を強化し、大規模
災害時における海からの救支援物資受入れ
のための整備を図ります。

❸  洪水災害に対する防災・減災対策を進めま
す。

 ◉犀川や動橋川等の河川改修や、即効性がある
河川の堆積土砂の除去などを推進します。

 ◉迅速でわかりやすい河川情報の発信、地域と連
携した水防訓練を実施するなど、地域の防災力
の向上を図ります。

⑵ ハード整備とソフト施策による防災･減災対策の推進と
災害に強い県土づくり

シェイクアウトいしかわ

防災総合訓練

消防防災ヘリコプター

犀川の河川改修
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❶  市街地防災力の向上を図ります。

 ◉既成市街地における建物の不燃化や、避難地
の確保、緊急輸送道路の整備や無電柱化など
により、総合的な都市防災力の向上を推進・支
援します。

❷  木造住宅や多数の方々が利用する建築物な
どの耐震化を促進します。

❸  ライフラインである上水道や下水道の耐震化
を推進します。

 ◉災害時にも安定的な給水を確保するため、水
道施設の耐震化を推進します。

 ◉災害時の公衆衛生環境を保持するため、下水
道施設の耐震化を推進します。

⑶ 災害に強いまちづくり

身近な安全・安心が確保された
社会づくり

❶  県民総ぐるみによる交通安全活動を推進しま
す。

 ◉地域や家庭での高齢者交通安全教育を推進す
るとともに、高齢者に配慮する意識の醸成に取
り組みます。

 ◉幼児から高齢者までの世代に応じた交通安全
教室の開催など、交通安全活動を推進します。

 ◉交通安全県民運動などを通じて、ルールの順守
と思いやりのある交通マナーの向上に取り組
みます。

❷  安全・安心な交通環境の整備を推進します。

 ◉人優先の交通安全思想の下、バリアフリー対応
型信号機の整備や歩行空間、自転車通行環境
の整備等を推進します。

 ◉通学路における安全を確保するため、警察、学
校、道路管理者、地域住民が連携し、ハード・ソ
フト両面から対策を推進します。

 ◉交通情報の収集・提供や公共車両・緊急車両を
優先するなど、ITS（※）の効果的運用を推進しま
す。

 ◉地域住民が主体となった「みちづくり協議会」
と連携し、1.5車線的道路整備や現道活用型道
路整備などのローカルルールの活用により、生
活道路の安全性と走行性の向上を図ります。

❸  安全で円滑な冬期交通を確保します。

 ◉オペレーターの育成や担い手の確保も含めた
除雪体制の維持や消融雪装置の整備等に取り
組みます。

 ◉関係機関の連携により円滑な冬期交通を確保
するとともに、積雪や路面状況等の情報提供の
充実を図ります。

⑴ 総合的な交通安全対策の推進

❹  土砂災害に対する防災・減災対策を進めま
す。

 ◉要配慮者の利用施設が立地する箇所や過去に
土砂災害があった箇所について、優先的に土
砂災害防止施設の整備を進めます。

 ◉「土砂災害対策アクションプログラム」に基づ
き、迅速でわかりやすい情報発信や地区の防
災意識の向上、警戒避難体制の強化など、住民
等の早期避難に向けた取組みを促進します。

❺  千里浜海岸や七塚海岸など侵食の著しい海
岸において海岸保全対策を進めます。

※ ITS…情報通信技術を活用した道路交通に係るシステムの総称
で、Intelligent Transport Systemsの略。

県水道用水の送水管耐震化事業

通学路の点検

除雪状況

◆ 土砂災害対策アクションプログラム（イメージ）

土砂災害対策の充実強化

地区・住民

市町 国・気象台・県

・防災意識の向上
・避難訓練への参加

・警戒避難体制の充実、
強化

・地域特性に応じた
  土砂災害対策の推進

・要配慮者利用施設に
おける施設整備

・迅速でわかりやすい
情報発信

ISH
IK
AW
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❶  県民総ぐるみによる防犯まちづくりを推進し
ます。

 ◉各年代層に応じた防犯教室の開催や防犯まち
づくり推進キャンペーン等による普及啓発活動
を通じて、県民の防犯意識の高揚を図ります。

 ◉自主防犯ボランティア活動の支援などにより、
犯罪の起きにくい社会づくりを推進します。

❷  県民の安全・安心を確保するための活動を推
進します。

 ◉地域における多発犯罪、県民が不安に感じる犯
罪、悪質性の高い犯罪等の抑止と取締りを徹
底します。

 ◉ストーカー・DV事案や児童・高齢者・障害者虐
待事案などの総合的な未然防止対策と被害者
等の安全確保対策を強化します。

 ◉暴力団等による組織犯罪への対策を推進する
とともに、薬物・銃器・来日外国人犯罪の取締り
等を強化します。

　　● 危険ドラッグや麻薬・覚醒剤等薬物の乱用防
止のための活動を強化します。

 ◉官民一体となったテロの未然防止対策を推進
するとともに、原子力発電所や空港・港湾等重
要施設に対する警戒警備を徹底します。

 ◉関係機関・団体と連携した、きめ細やかな犯罪
被害者支援活動を推進します。

❸  犯罪の悪質・巧妙化・広域化に対応するため、
警察力の充実・強化を図ります。

 ◉優秀な人材の確保、実戦的な訓練等により警
察力の充実・強化を図ります。

 ◉警察施設や各種装備資機材を計画的に整備し
ます。

⑵ 地域社会と一体となった犯罪のないまちづくりの推進

❶  消費者が自立した主体として行動できるよう
支援します。

 ◉不適正な取引行為を行う事業者に対する指
導・監視を実施するとともに、広域的な不適正
行為に対し、他県と連携し、取引の適正化を図
ります。

 ◉市町や教育機関等と連携し、幼児期から高齢
期までの各年代における体系的・効果的な消
費者教育の推進に取り組みます。

 ◉消費者に最も身近な市町の相談体制の充実・
強化を支援します。

❶  食の安全・安心の確保のため、生産から消費
に至るまでの総合的な対策を実施します。

 ◉農林水産物の生産から、食品等の製造・輸入・
加工・販売までの各段階における監視、指導及
び検査を適正に行います。

 ◉生産者や事業者の食の安全に係る自主的な管
理水準向上に向けた取組みを支援します。

 ◉食の安全・安心に関する情報を正しく伝えると
ともに、相談窓口機能を強化します。

❷  食品等の表示の適正化を図り、消費者の信頼
感を高めます。

 ◉食品等の表示が適正に行われるよう、監視・指
導を行います。

 ◉食品等の表示に関する知識の普及を図るとと
もに、相談窓口機能を強化します。

❶ 道路、河川、学校といったインフラを次世代に
健全な状態で継承していくため、長寿命化対
策など適切な維持管理に取り組みます。

⑶ 消費者の自立支援

⑷ 食の安全・安心の確保

⑸ インフラの適正な維持管理の推進

金沢駅でのテロ対策訓練

消費生活支援センターにおける消費者相談 消費者被害防止の出前講座
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❶  県民の幅広い医療ニーズに応えて地域医療を
確保するため、医師の確保を図るとともに、看
護職員の確保及び資質向上に取り組みます。

 ◉能登北部地域をはじめとした医師確保に努め
ます。

　　● 金沢大学医薬保健学域医学類特別枠に入学
する医学生への修学資金の貸与や、県内臨床
研修病院との協力・連携による臨床研修医の
確保等、地域医療を担う医師の確保を図りま
す。

　　● 勤務環境が厳しい産科医等の処遇改善の支
援や、女性を含めた勤務医の就労支援により、
勤務環境を改善し、職場への定着を図ります。

　　● 石川県へのUIターンを希望する医師につい
て、人材バンクや首都圏医師による人材情報
ネットワークを活用して、県内での就業を推進
します。

 ◉保健・医療・福祉の分野における幅広い看護
ニーズに応えていくため、各分野における看護
職員の確保及び資質の向上に取り組みます。

　　● 中・高校生を対象とする看護の魅力に関する
意識啓発や、修学資金の貸与など、看護職員
の確保を図ります。

　　● 働きやすい職場づくりなど勤務環境の整備
や、新人看護職員研修の強化など、職場への
定着を促進します。

　　● 離職時等の届出制度の周知徹底や、再就業の
ための情報提供、再就業を希望する看護職員

の登録・就業の斡旋等により、看護職員の再
就業を促進します。

　　● 県立看護大学等で認定看護師の養成を図る
ほか、認定看護師を講師とする特定分野にお
ける実践力向上を図る研修を実施するなど、
看護職員の資質の向上を図ります。

❷  地域の医療機関相互の機能分担と連携の強
化を図るとともに、災害医療体制や医療情報
の提供体制を充実・強化します。

 ◉かかりつけ医を持つことの必要性についての
県民の理解を促進するとともに、医療機関の機
能分担及び連携を推進します。また、研修実施
などによりかかりつけ医への支援体制を強化
します。

 ◉がんなどの疾病ごとや救急医療などの分野ご
とに、地域の実情に応じた医療の提供体制を
強化し、連携を推進します。

 ◉災害拠点病院の整備やDMAT（※）等の資質の向
上により、災害医療体制の一層の充実を図りま
す。

 ◉専門病院とかかりつけ医との連携を強化する
ため、ICTを活用した診療情報の共有化を推進
します。

 ◉後発医薬品などに関する情報の提供体制を充
実・強化します。

必要な医療がしっかりと
提供される地域社会づくり

❸  慢性疾患を持ち長期にわたる療養を必要とす
る高齢者等が、住み慣れた地域で安心して暮
らしていくことができるよう、在宅医療の充実
を図ります。

 ◉多職種連携チーム（医師、看護師、ケアマネ
ジャー等で構成）が円滑に連携して在宅医療を
提供するため、ICTを活用した診療情報の共有
化を推進します。

 ◉在宅医療を支える人材の養成と資質の向上
や、在宅医療に対する医療従事者の理解の促
進を図ります。

 ◉県民の在宅医療に関する理解を促進するため、
普及啓発を行います。

❹  県立病院において、高度専門医療等を提供し
ます。

 ◉新県立中央病院の整備に合わせて、周産期医
療やがん医療、救急医療、感染症医療などの高
度専門医療を総合的に提供できるよう、運営体
制を充実・強化します。

　　● 産科医と小児科医が連携し、母子ともに一貫
して対応できるよう、新県立中央病院におい
て、総合周産期母子医療センターを手術室や
小児科病棟と同一フロアに整備し、運営しま
す。

　　● 第一種感染症指定医療機関としての病床を新
たに整備します。

 ◉県立高松病院において、県内における精神科医
療の中核病院として、精神科救急や民間医療
機関では対応の難しい重症患者などに対する
専門医療を提供します。

　　● 病院と市町の地域包括支援センター等関係
機関との連携により、認知症や精神障害のあ
る人が地域で暮らせるようなモデルとなる取
組みを進めます。

※DMAT…災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance 
Team）のこと。
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DMATの訓練風景

新県立中央病院完成予想図（南側外観）



重点戦略［6］   安全・安心と豊かな里山里海に包まれる環境づくり
将来像　　安全・安心とやすらぎを感じる「いしかわ」Ⅲ

78

本
編    

２ 

重
点
戦
略
と
施
策

79

本
編    

２ 

重
点
戦
略
と
施
策

循環を基調とした持続可能な
社会づくり

❶  様々な主体が、あらゆる場面で地球温暖化の
防止に向けた具体の行動に取り組むことによ
り、温室効果ガスの排出抑制・吸収に向けた
取組みを推進します。

 ◉本県独自の4つのいしかわ版環境ISOを活用
し、県民による自主的な温室効果ガス排出抑
制の取組みを推進します。

 ◉耐用年数の延伸や省エネ化など環境に配慮し
た公共建築物等の普及に努めます。

 ◉いしかわ住まいの省エネパスポートなどを活用
し、省エネ住宅の普及を推進します。

 ◉フロン類の管理の適正化、制度の周知・啓発を
実施します。

 ◉次世代自動車の普及、充電インフラの整備を促
進します。

 ◉地域資源を活用した新技術や新製品開発、エ
コ商品・サービスを創出するとともに普及のた
めの支援に取り組みます。

　　【重点戦略[4] 施策8 ❸参照】

 ◉森林保全活動の推進や支援などを行います。

❷  地域特性を踏まえた石川らしい再生可能エネ
ルギーの導入を推進します。

 ◉地域特性を踏まえた再生可能エネルギーの導
入により、地域の活性化を図ります。

 ◉県内企業の高い技術力を活かした再生可能エ
ネルギーの導入推進とビジネスチャンスの拡
大を図ります。

 ◉再生可能エネルギーの導入推進のための普及
啓発を行います。

 ◉企業や家庭の省エネの取組みを推進します。

⑴ 地球温暖化防止に向けた知恵と力の結集

❺  感染症の予防対策を推進します。

 ◉平時からの対応体制の整備・充実を図ります。
　　● 新型インフルエンザ等の新興感染症や結核な

どの再興感染症の発生に備え、地域における
医療体制の整備や、関係機関との連携強化の
ための訓練等の実施、県民への感染症に関す
る正しい知識の普及啓発を行います。

　　● 発生時のまん延を防ぐため、発生情報を正確
に把握し、県民や医療機関へ的確に情報提供
できるよう、関係機関と連携した体制を構築
します。

 ◉エイズ、結核など感染症の特性に応じた相談・
検査体制を充実します。

　　● エイズの相談・検査体制を充実し、感染者の
早期発見と感染防止のための普及啓発に努
めるとともに、医療体制及び支援体制を充実
します。

　　● 結核患者発生の際の迅速かつ的確な接触者
健診による感染の拡大防止に努めるととも
に、結核治療の充実を図ります。

❻  自殺対策、うつ病対策、アルコール依存症対
策など、県民のこころの健康づくりに努めま
す。

 ◉内科医などかかりつけ医と精神科医の連携に
よるこころの病気の早期発見・早期治療を促進
するなど、自殺対策を図ります。

 ◉労働局や医師会等と連携し、職場におけるスト
レスへの適切な対処法等の普及啓発を進めま
す。

 ◉行政機関のみならず民間団体や地域住民、企
業等と連携し、適切な相談窓口へ早期につなぐ
役割を担うゲートキーパーを養成します。

 ◉アルコール等依存症対策として、認知行動療法
を用いた相談支援を行います。
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高校屋上の太陽光発電
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❶  良好な大気環境の保全対策を推進します。

 ◉大気汚染の常時監視を行うとともに、規制対象
施設等への基準遵守の徹底、緊急時における
注意報等発令の迅速な対応など健康被害の防
止に努めます。

 ◉PM2.5など大陸由来の越境汚染の原因解明に
向けて国等の関係機関と連携した調査や国際
的な取組みを推進します。

❷  日常生活との関わりが深い騒音、振動、悪臭
（いわゆる感覚公害）の防止を推進します。

 ◉自動車、航空機などによる騒音や振動のモニタ
リングを行い、関係者による必要な対策の促進
に努めます。また、事業者等への周知・啓発に取
り組みます。

 ◉市町の臭気指数規制の導入の取組みを推進し
ます。

 ◉公害苦情に対して円滑に対応します。また、市
町との情報交換に努めます。

❸  流域全体で捉えた水環境の保全と適正な利
活用を図ります。

 ◉水源かん養機能の維持・向上、工場・事業所に
対する地下水の合理化指導を行うとともに、地
下水位を監視することにより、健全な水循環の
保持に努めます。

 ◉公共用水域における水質監視の実施や生活排
水処理施設の整備促進などにより良好で安全
な水質の保全に努めます。

 ◉水道水源等の水質検査・適正管理の指導を行
い、安全な飲料水の供給を確保します。

 ◉生物の生息・生育環境及び河川景観を保全す
るため、多自然川づくりを進めます。

　　【重点戦略[3] 施策3 ⑶ ❸参照】

 ◉住民が身近に親しめる憩いの場としての水辺
づくりを進めます。 【同上参照】

 ◉地域住民・企業と連携し、河川の美化等を進
め、水辺環境の向上を図ります。 【同上参照】

⑶ 本県の豊かな水環境や良好な大気環境等の将来世代への継承

❶  廃棄物等のさらなる排出抑制を推進します。

 ◉廃棄物の排出・処理状況の動向把握に努めま
す。また、廃棄物に関する情報提供や啓発活動
に取り組みます。

 ◉市町や企業等における廃棄物減量化の取組み
への指導や支援を行います。

❷  循環資源の再使用、再生利用・熱回収などの
有効利用を促進します。

❸  排出抑制や循環利用が図られてなお発生する
廃棄物の適正な処分に努めるとともに、漂着
ごみ、災害廃棄物及び有害廃棄物の適正な処
分に努めます。

 ◉廃棄物の最終処分量の減量化及び処理施設の
適正運用の監視・指導、施設整備への支援を行
います。

 ◉海岸漂着物や災害廃棄物の円滑な処理に向け
た体制の構築に努めます。またPCB廃棄物など
有害廃棄物の適正な処理・指導の強化に努め
ます。

❹  不適正処理に対する規制や監視体制を強化
します。また、事業者等への周知及び理解を促
進します。

⑵ 3Rが推進される循環型社会づくり
❹  土壌汚染の未然防止及び指定区域における

汚染除去等を推進します。

 ◉汚染の未然防止、早期発見、拡散防止に努めま
す。

 ◉汚染による健康被害を防止するため、土地所有
者等への指導の徹底に努めます。

❺  県民、事業者の化学物質に関する理解を深
め、自らの役割を自覚し、適正な使用ができる
よう努めます。

❻  環境美化活動や緑化による景観の保全・創出
に取り組みます。

 ◉環境美化への啓発や、環境美化活動等への参
加促進等の取組みを支援します。

 ◉景観アドバイザー等の派遣により、地域が取り
組む景観づくりを支援します。

 ◉地域住民・企業と連携し、沿道の飾花・美化活
動等を進めます。 【重点戦略[1] 施策2 ⑹ ❷参照】

PM2.5監視状況図（イメージ）

PM2.5自動測定機（輪島測定局）
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❶  里山里海の保全活動や、生業創出、地域づく
りなどを通じて、地域の活性化や生物多様性
の保全を図ります。

 ◉世界農業遺産「能登の里山里海」をはじめとす
る多様な地域資源を活用した生業づくりを支
援します。 【重点戦略[5] 施策6 ❶参照】

 ◉スローツーリズムの取組みなどにより、人を呼
び込む農山漁村づくりを推進します。

　　【重点戦略[5] 施策6 ❷参照】

 ◉里山里海の保全活動への参画を促進し、取組
み拡大を支援します。

❷  豊かな自然環境や暮らしを支える森・里・川・
海の環境に配慮した生物多様性の保全に取
り組みます。

 ◉森・里・川・海のつながりを確保した生態系の保
全及び再生を推進します。

　　● 自然公園等の適切な利用を推進します。

❸  積極的な種の保存と適切な野生生物の保護
管理に努めます。

 ◉希少野生動植物等の保全対策を推進します。
　　● 県指定希少野生動植物種の生息・生育状況の

把握や保護増殖事業を実施します。
　　● いしかわレッドデータブックを改定します。
　　● トキを育む環境づくりを図ります。

 ◉外来種対策を推進します。
　　● 外来種の実態把握と防除、県民等への普及啓

発を行います。

 ◉野生鳥獣の適切な保護と管理により、被害を減
少し、人との棲み分けを図ります。

　　● 特定鳥獣管理計画に基づく個体数の適切な
管理を図ります。

　　● 鳥獣被害対策の充実・強化を図ります。
　　● 狩猟者確保対策の充実を図ります。

❹  日常生活や経済活動における生物多様性の
恵みに関する理解の浸透を図ります。

 ◉生物多様性に関する普及啓発を充実・強化し
ます。

　　● いしかわ自然学校の取組みを推進します。
　　● 自然公園やふれあい施設（中部北陸自然歩道

等）の整備・利用を促進します。
 ◉関係機関と連携し、環境教育、環境学習を推進

します。

❺  環境分野における国際的な情報の共有や発
信に努めます。

自然と人とが共生できる
社会づくり
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いしかわ動物園のトキ
里山保全活動（いしかわグリーンウェイブ）
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